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報道関係者各位 

 

 

11 月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です 

～ 「しわ寄せ」を防止して中小企業の働き方改革を推進するために ～ 

 

厚生労働省では、中小企業庁および公正取引委員会と連携を図り、11 月を

「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」と位置づけ、大企業・親事業者の働き方改

革の取組が、下請等中小事業者への適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発

注内容の頻繁な変更等の「しわ寄せ」が下請等中小事業者の働き方改革の妨げと

ならないよう、しわ寄せ防止対策の取組を推進していくことにしています。 

富山労働局（局長 岡 勝利）におきましても、月間中において、次のとお

り取組を行っていくことにしています。 

 

 

   「しわ寄せ防止キャンペーン月間」の取組 

 

 

１）ポスター・リーフレット及びホームページによる集中的な広報の実施 

 

２）労使団体等に対する要請の実施 

 

３）富山労働局および労働基準監督署において、大企業・親事業者に対し、 

企業訪問による「しわ寄せ」防止に向けた要請等の集中的な実施 

令和５年１０月３１日（火） 

富山労働局雇用環境・均等室 
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